
  

 

令和５年 ６月 ８日 

古河市議会議長 赤坂 育男 殿 

                                      古河市議会議員 （１３番） 秋 庭   繁      

一 般 質 問 通 告 書 

 

令和５年６月１３日（から令和５年６月２３日まで）の第２回古河市議会定例会において、古河市議会会議規則第６２条第２項の規定

により、一般質問の通告をします。 

なお、質問方式は、古河市議会基本条例第 11 条第 1 項に規定する（ 一括質問一括答弁方式 ・ 一問一答方式 ）で行います。 

 

大項目 質 問 事 項 質 問 要 旨（具体的内容） 答弁を求める者 

1．給食費の無償化と自 

 校調理方式の存続に 

 ついて 

 

 

 

 

 

 

（1）給食費の無償化に必要な財源 ①小・中学別児童生徒総数（R5年 4/1現在）について 

②要保護・準要保護・一人親家庭の児童生徒数につい

て 

 

市長 

担当部長 

（2）物価高騰・子育て支援策として 

（水戸方式＝小・中どちらから 

でも） 

①上記②を除く小・中学別児童生徒数と無償化に必要

な財源について 

市長 

担当部長 

    

（3）給食の自校調理方式の存続に 

ついて 

①小学生に人気の自校調理方式は残すべき 

②阪神淡路大震災以降、学校が大規模災害時の避難所 

市長 

担当部長 

 

    

   

 



 

 

大項目 質 問 事 項 質 問 要 旨（具体的内容） 答弁を求める者 

2．市民の足（ぐるりん 

号とデマンド交通  

愛・あい号）について 

 

 

 

 

（1）発足は、福祉バス＝利用者の立 

  場に立った運行ダイヤと利用 

料金 

①R5年度再編後の苦情件数と内容について 

②再編の要旨 1～4について 

③効率的な運行と適正な受益者負担とは。 

市長 

担当部長 

（2）デマンド交通「愛・あい号」運 

  賃について 

①R5年度再編後の苦情件数と内容について 

②再編の要旨 1～4について 

③効率的な運行と適正な受益者負担とは。 

市長 

担当部長 

3．老人福祉センター 

（古河・総和）の存続 

について 

（1）福祉ビジョン見直し、ハード・ 

ソフトも充実し「老人福祉セン 

ターの存続で地域経済の活性 

化 

①古河市の高齢化率の推移について 

②坂東市ゆらり、および野木町ゆーらんどの古河市

民利用者数 

③古河福祉センター廃止・野木町ゆーらんど閉鎖で、 

憩いの場を失う利用者について 

市長 

担当部長 

   

4．職員の出向について （1）民間企業への出向について ①出向の目的・期間・給与等労働条件について 

②就業規則及び市職員組合との交渉経過について 

③出向終了後の処遇について 

副市長 

   

 

 


